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はじめに

京都市の救急出動件数は、近年増加の一途をたどっており、１０年前と比べて約

１．３倍になっています（２０１９年中）。今後もこの増加傾向は続くと予想され

ており、救急車の現場到着時間が遅れることや、傷病者の方を医療機関に収容する

までの時間が遅れることが懸念されています。

救急事故の内容を検証すると、高齢化の進展に伴って６５歳以上の高齢者の救急

搬送が増えており、また、高齢者福祉施設等（以下「高齢者施設」といいます。）

からの救急要請も増加していることが分かりました。
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高齢者施設からの救急要請は、施設利用者さんの急病や、施設内での転倒等

の突発的な事故に起因したものが主ですが、中には、「もう少し注意していれ

ば防げたかもしれない」「事前に対策しておけば防げたかもしれない」と思わ

れる事例も数多く発生しています。

この「救急要請ガイドブック（高齢者施設編）」は、施設内で実践できる、

病気やけがを予防するためのポイントと、救急事故発生時の対応を円滑に行う

ために準備や実行をお願いしたい事項を知っていただくために作成しました。

職員の皆さんが事前にこのガイドブックの内容を確認し、いざというときに

自信を持って対応できるよう備えを万全にしていただき、施設利用者さんが安

心して末永く元気で暮らせるように御活用いただくことを願っております。

京都市消防局では、いざというときの応急手当を学んでいただく各種救命講

習会を定期的に開催しているほか、消防局ホームページやFacebook・Ｘ(旧ツ

イッター)を活用して、防⽕・防災・救急に関する情報を市民の皆さんへ提供し

ています。

また、救急車を要請するかどうか迷ったときの判断を支援するためのツール

として、２０２０年１０月から救急の電話相談事業「救急安心センターきょう

と（＃７１１９）」の運用を開始します。巻末にはこれらの取組を紹介する資

料を掲載していますので、是非合わせて御活用ください。

２０２０年９月

京都市消防局 警防部救急課

（２０２３年８月更新）
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高齢者の方は、普段生活している場所でも、小さな段差でつまずいてしまい、骨

折を伴うような事故となってしまう場合があります。施設内の段差や滑りやすい場

所などの危険箇所に注意するとともに、整理整頓を

心掛けるようにしてください。

足元がよく見えるよう、廊下や部屋の明るさに

も注意してください。

また、床が濡れた場所では

滑って転倒してしまうことがあります。飲み物な

どがこぼれてしまった場合には、できる限りすぐ

に拭き取るように心掛けてください。

１ 救急事故を予防しましょう

感染予防策
新型コロナウイルス感染症対策はもちろんのこと、インフルエンザやノロウィ

ルスなどの感染症が発生・拡大しないように、職員の皆さんだけではなく入所者

全員の手洗い、手指消毒、必要に応じたマスクの着用を徹底してください。

また、感染症流行期には、家族等の来訪者の手指消毒、マスク着用の徹底、場

合によっては施設への立ち入りを制限する等の対応が必要となる場合があります。

感染防止対策には、感染経路（接触、飛沫、空気など）別の対策や 、

嘔吐物等の汚染物質の正しい処理方法などの正しい知識を身に着けることが重要

です。

（参考）「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」（厚生労働省）

URL：https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf

転倒防止
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冬季は、室内外の温度差が著しくなることが原因で、救急事故が増える傾向があ

ります。急激な温度変化は、血圧を大きく変動させ、様々な健康被害を引き起こし

ます。心筋梗塞、脳卒中、失神による転倒、溺水な

どの原因となることもあります。

居室だけではなく、風呂場や脱衣所、トイレ、廊

下などの温度にも注意し、急激な温度変化が起きな

い環境作りに努めましょう。

誤嚥、窒息予防

脳梗塞や神経疾患のある高齢者は、嚥下運動が阻害され、飲み込みにくくなって

いることや、咳をしづらくなっていることもあり、誤嚥や窒息が生じやすくなって

います。

ゼリー、餅、大きな肉はもちろん、寿司やパン

などでも窒息事故が起きています。食べ物は小さ

く切って食べやすい大きさにし、ゆっくりと食事

に集中できるような環境作りや、職員さんが食事

の様子を適宜見るようにしてください。

もしも、食事中にむせるなどの症状があった場

合は、食後の容態変化にも十分注意しましょう。

熱中症対策

高齢者は、体温調整機能が低下していることが多く、

マスクの着用でのどの渇きを感じづらくなっている場

合もあります。

頻回の排泄などで、お世話をする方に迷惑を掛けた

くないという思いから、水分摂取を控える利用者さん

もおられます。我慢をさせることなく適切に水分補給等を行ってください。

また、暑いときは、必要に応じてエアコンや扇風機などを利用することで、熱

中症を防ぐことが可能です。体調不良の訴えがある場合は特に注意するようにして

ください。

ヒートショック対策
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かかりつけ医、協力病院との連携、連絡体制の構築

症状が悪化する前に受診することが大切です。体調の変化に気付き、異常を感じ

た場合には、早めに医療機関を受診できるよう、普段から、かかりつけ医や協力病

院との連携を密にし、容態が変化したときに、相談や受診ができる体制を作ってお

きましょう。

緊急と判断した場合は、迷わずに１１９番に通報し、救急車を要請してください。

緊急かどうかの判断は、かかりつけ医や協力病院に相談するほか、全国版救急受診

アプリ「Ｑ助」、総務省消防庁発行「救急車利用リーフレット」、２０２０年１０

月１日以降は 救急の電話相談事業「救急安心センターきょうと（＃７１１９）」

も活用することができます。

また、緊急性のない場合は、施設等の送迎用車両や、タクシー、民間患者等搬送

事業者などの利用をお願いします。

詳しくは「４資料編」の各資料を参照してください。

生活状況や医療情報の記録、｢緊急時情報シート｣の作成

利用者さんの普段の様子を一番よく御存じ

なのは施設職員の皆さんです。医療機関での

治療に必要な服薬、持病等の情報や、普段の

歩行や食事等の状況、介助、介護の要否等の

情報はもちろんですが、直近数日の体調や、

食事の様子についても、治療を行う上で重要

な情報となることがあります。受診する医療

機関に速やかに情報提供ができるよう、普段

からの記録と情報の整理が重要です。

また、１１９番通報をされる場合に、到着

した救急隊員にスムーズに情報提供いただけ

るよう、事前に「緊急時情報シート」の作成

をお願いします。

２ 緊急事態に備えましょう
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応急手当の習得

いざというときに心肺蘇生法やAEDの使用、止血等の応急手当を行うことができ

るよう、救急に関する講習を受講しましょう。京都市消防局では、定期的に応急手

当講習会を開催しているほか、消防局ホームページでも情報提供を行っています。

是非活用してください。

◇救命講習の種類

・普通救命講習（3時間） AEDの使用方法を含めた心肺蘇生法、気道異物除去法、

止血法を学べます。

・上級救命講習（8時間） AEDの使用方法を含めた心肺蘇生法（成人・小児・乳

児）けがの手当て、搬送法などの幅広い応急手当を学べ

ます。

◇救急講習の案内はこちら（京都市消防局ホームページ）

https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000164785.html

◇お問合せ先

消防学校教育管理課 救命講習担当 075-682-0131

北消防署 075-491-4148 下京消防署 075-361-4411

上京消防署 075-431-1371 南消防署 075-681-0711

左京消防署 075-723-0119 右京消防署 075-871-0119

中京消防署 075-841-6333 西京消防署 075-392-6071

東山消防署 075-541-0191 伏見消防署 075-641-5355

山科消防署 075-592-9755 伏見消防署醍醐消防分署 075-571-0474

８
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◇心肺蘇生法の解説（新型コロナウイルス対応版）はこちらから
https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000210/210885/korona.pdf

※ ４ 資料編 心肺蘇生法の解説(新型コロナウイルス感染症対応版)にも掲載しています。

◇成人の心肺蘇生法

１０
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初動のポイント（必ずしていただきたいこと）

３ 救急要請のポイント

ア 大声で人を集める

・利用者さんの異変に気付いたら、直ちに大声で助けを求めましょう。

イ １１９番通報と応急手当

・手分けをして心肺蘇生法等の応急手当と１１９番通報をしましょう。

・大まかな１１９番通報の流れは次のとおりです。

（利用者さんが急に倒れた場合の例）
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ウ 応急手当を実施するうえで

・落ち着いて応急手当を実施してください。

・もし方法が分からなければ、指令員が電話越しに説明しますので、その

とおりに実施してください。

・１１９番通報と応急手当を手分けして実施できない場合は、通報をして

から応急手当を実施します。
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その他の実施事項（可能であれば実施すること）

ア 施設関係者・家族等への連絡

・可能であれば親族等キーパーソンとなる方への連絡を行い、搬送先医療機関

に向かってもらうか、無理であれば、常に連絡が取れるように待機をしても

らってください。

イ かかりつけ医・協力病院への連絡

・施設側であらかじめ搬送先医療機関を交渉・確保されている場合は、その医

療機関を優先的に考慮しますが、病態や状況によっては、救急隊の判断で別の

医療機関に搬送する場合もあります。

・搬送先とならない場合でも、かかりつけ医には診療情報の提供を依頼するこ

とがありますので、可能な範囲内で連絡していただくようお願いします。

救急隊が到着したら

ア 玄関への誘導員の配置、他の利用者への協力要請

・施設玄関に誘導員を配置してください。

・救急隊員はストレッチャーを搬送するためにエレベーターを使用します。救急隊

員が優先して使用できるように、館内放送等を活用してアナウンスを行ってくださ

い。

イ 緊急時情報シートの提供

・事前に作成した「緊急時情報シート」を準備してください。

・救急隊員は情報シートを医療機関まで持参し、情報提供を行いますので、あらか

じめコピーを用意しておいてください。
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４ 資料編

・心肺蘇生法の解説（新型コロナウイルス感染症対応版）

・ためらわずに救急車を呼んでいただきたい症状（高齢者編・成人編）

・救急の電話相談事業「救急安心センターきょうと（＃7119）」

・全国版救急受診アプリ「Ｑ助」

・京都健康医療よろずネットのご案内

・民間患者搬送事業のご案内

・緊急時情報シート（様式） ※コピーして使用してください
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５ 資料編

心肺蘇生法の解説（新型コロナウイルス感染症対応版）
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※胸骨圧迫を開始する際に傷病者がマスクをして
いない場合は、ハンカチやタオルなどの布類で口
元を覆いましょう。

あっぱく いち しせい

圧迫の位置と姿勢
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ためらわずに救急車を呼んでいただきたい症状（高齢者編）
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ためらわずに救急車を呼んでいただきたい症状（成人編）ためらわずに救急車を呼んでいただきたい症状（成人編）
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救急の電話相談窓口

救急安心センターきょうと（＃７１１９）について

○ 救急の電話相談窓口「救急安心センターきょうと（＃７１１９）とは

｢救急車を呼んだほうがいいのか？｣ ｢今すぐ病院で診てもらったほうがいいのか？」

｢今診てもらえる病院はどこなのか?」など、「急な病気」や「けが」で対応に迷われた

場合に、２４時間３６５日、御相談いただけるダイヤルです。

看護師が電話で病気やけがの症状を聞き取り、緊急性や医療機関の受診、応急手当の

方法などについて助言します。

○ 相談対象地域

京都府全域

○ 相談可能時間

２４時間３６５日

○ 利用方法

携帯電話・スマートフォンやプッシュ回線（笠置町・南山城村等を除く）からは

短縮ダイヤル「#7119」、ダイヤル回線・IP電話などからは「0570-00-7119」

（全ての電話・京都府全域で利用可能）へ、お掛けください。いずれも相談料は

不要ですが、通話料は相談者の御負担となります。
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全国版救急受診アプリ「Ｑ助」について
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・ 京都府が提供する、府民向けの救急医療

情報システムです。

・ お住まい・お勤め先の地域や診療科目から

医療機関の検索ができ、診察時間や対応可能

な治療の内容、お問合せ先など医療機関の情

報を提供しています。

・ 救急医療メニューでは、現在診療可能な救急

医療機関を調べることができます。

・ 携帯電話・パソコン・

スマートフォンからも

アクセスできます。

パソコン・スマートフォン向けQRコード

・ 京都市消防局が認定している患者等搬送事業者は、定期的に訓練を受けた乗務員が、

寝台車などを用いて、緊急性のない患者さんの搬送事業を行っています。

・ 京都市消防局が認定した患者等搬送事業者は、次のとおりです。

サービス内容や料金等については、各事業者に直接御確認ください。

京都市内の民間患者等搬送事業者（順不同）

京都健康医療よろずネットの御案内

民間患者等搬送事業者の御案内
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事業者名 所在地・電話番号

株式会社 キャビック
京都市右京区梅津段町８番地
電話：０７５－８６４－６１００

株式会社 セレマ
京都市南区吉祥院三ノ宮町１１０番地
電話：０７５－６８２－４４４５

株式会社 トランスポート
京都救急患者搬送サービス

京都市山科区音羽珍事町８７番地の１
電話：０１２０－９２５－１１９

ニチアイ介護タクシー
京都市伏見区小栗栖南後藤町８４番地の２ヴァンベール西井
電話：０９０－５６４３－９９１２

京都福祉観光介護タクシー
はなぐるま

京都市北区大宮開町４７番地の１
電話：０７５－４９１－８８２２

介護タクシーこゆき
京都市左京区岩倉中河原町１６番地
電話：０８０－１４３７－７９７１

いずみ民間救急介護サービス
京都市西京区大原野上里南ノ町３４４番地の４
電話：０７５－９５８－１２８９

株式会社 すばるケアサービス
京都市西京区牛ケ瀬堂田町４８番地
電話：０８０－１４３２－９６７７
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施設の情報

施設名

住 所

区

救急要請ガイドブック（高齢者施設編）
https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/cmsfiles/

contents/0000274/274625/gaidebook.pdf


